
第 ３５ 号（1）

35

令和５年６月１日発行

◆ 目　　次 ◆

○ご 挨 拶 ………………………………………………………………… Ｐ2．Ｐ3

○臨時総代会、令和３年度決算  ……………………………………… Ｐ4．Ｐ5

○通常総代会、令和４年度事業報告  ………………………………… Ｐ6～Ｐ8

○令和５年度予算  ……………………………………………………… Ｐ9

○お 知 ら せ  …………………………………………………………… Ｐ10～Ｐ12

県営経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区　小張地先　施工前（上）･ 施工後（下）



（2）第 ３５ 号

　理事長の谷口でございま

す。広報の発行にあたり組合

員の皆様にご挨拶を申し上げ

ます。

　当改良区組合員の皆様に

は、各種事業の推進について

日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼を申し上げ

ます。

　また、茨城県県南農林事務所、管内各市、そし

て茨城県土地改良事業団体連合会等、関係機関の

皆様にも、特段のご支援ご協力を頂き御礼を申し

上げます。

　今年に入り、新型コロナウイルス感染症の第８

波が収束し、３月からはマスクの着用は個人の判

断が基本となり、５月８日からは感染症法上の分

類についても季節性インフルエンザ並みの５類へ

引き下げられました。これら行動制限の緩和によ

り、感染者数の増加が懸念されますので、引き続

き基本的な感染対策の徹底を図りながら業務運営

に努めてまいります。

　当改良区としても、昨年度末の通常総代会では、

書面議決を活用せず３年ぶりに通常通りの開催と

なり、ご来賓をはじめ多くの総代の皆様がご出席

のもと全議案可決決定されましたことに心より感

謝申し上げます。

　さて、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻か

ら１年以上が経ち、この間、円安ドル高が加速し、

さらに食料品をはじめ肥料・飼料・農薬・燃料費・

電気料の高騰と私たち農業従事者の負担も増大し

大変厳しい状況が続いております。これに伴い昨

年度は、100％の補助ではございませんが、国・県

の補助制度が創設されました。今後も関係機関と

連携を図りながら国等への要望活動を実施してい

くとともに、補助事業を活用し負担軽減に努めて

まいります。

　次に、今年度の主な実施事業について、当改良

区発注分として、土地改良施設維持管理適正化事

業２地区、県単土地改良事業２地区、内郷工事を

予定しております。また、県営事業として、地盤

沈下対策事業福岡堰４期地区と小貝東部２期地区

を引き続き整備する予定です。さらに、県営経営

体育成基盤整備事業伊奈北部地区については、今

年度で排水路整備が完了し農道整備に入る予定で

すが、今後は未整備となっている谷和原地区の計

画を進めていきたいと考えております。この事業

は、地元組合員さんの賛同を得て進めていく事業

でございますので、関係役員・総代・地元組合員

の皆様のご理解ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。

　最後になりましたが、組合員の皆様そして各関

係機関の皆様のご健勝と更なるご発展をご祈念申

し上げましてご挨拶といたします。

福岡堰土地改良区　理事長　谷口　眞一

茨城県県南農林事務所　土地改良部門長　大内　正光

　４月の定期人事異動によ

り、茨城県県南農林事務所土

地改良部門長として参りまし

た大内でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。

　福岡堰土地改良区の皆様に

は、日頃より本県の農業振興並びに農業農村整備事

業の推進にあたりまして、特段のご支援とご協力を

賜り、厚く御礼を申し上げます。

　県では、「活力があり、県民が日本一幸せな県」

の実現に向けて引き続き取り組んでいくため「第２

次県総合計画～『新しい茨城』への挑戦」を策定し、

農業分野におきましては、農業者がしっかりと利益

を上げられる「儲かる農業」の実現に向けて、農業

の構造改革やブランド力の強化などの取組を積極的

に進めているところです。

　特に、農業の構造改革では、意欲ある担い手への

農地の集積・集約化による規模拡大のほか、収益性

の高い園芸品目への転換、輸出による販路拡大、企

業の農業参入などを推進して参ります。

　そのため、これらを支える農業農村の整備につき

ましては、水田での高収益作物導入に必要な排水改

良を進めるとともに、畑地では、高品質な青果物の

安定生産に向けた、かんがい施設整備などの取組の

加速化を図り、本県の農業生産基盤の更なる強化を

進めて参ります。
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　また、老朽化が進む農業水利施設の長寿命化や計

画的な補修・更新、防災・減災対策の強化、更には

多面的機能支払交付金を活用した農地や用排水路等

の保全活動に対しても引き続き支援して参ります。

　次に、福岡堰土地改良区管内で実施しております

県営事業の概要について、ご紹介させて頂きます。

　経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区、伊奈北部

２期地区におきましては、引き続き排水路工事を予

定すると共に、残る農道工事に着手する予定でおり

ます。地盤沈下対策事業福岡堰４期地区並びに小貝

東部２期地区におきましては、引き続き川通用水路

等の改修工事を予定しております。

　農業農村を取り巻く環境は大変厳しいものがあり

ますが、当事務所としましては、事業の早期完了と

効果発現を図るため、必要な予算の確保と効果的な

執行に努めて参りますので、引き続き皆様のご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と組合

員の皆様のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げまして

ご挨拶と致します。

茨城県土地改良事業団体連合会　県南事業所長　高見　昌則

　４月の定期異動によりまし

て、土地改良事業団体連合会

県南事業所に赴任いたしまし

た高見でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。

　谷口理事長をはじめ、福岡

堰土地改良区の皆様方には、常日頃より農業農村整

備事業の推進はもとより本会の運営並びに諸事業の

推進につきまして、多大なるご理解とご協力、ご支

援を賜っておりますことに紙面をお借りしまして厚

く御礼申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルスの変異株に翻弄され

た一方で、感染対策の緩和に大きく踏み出せた１年

でありましたが、本会において、例年実施している

各種会議、研修会等が影響を受け、書面による開催

または延期、中止など会員の皆様には何かとご迷惑

やご不便をおかけ致しました。５月８日以降、季節

性インフルエンザと同等の「５類」へ引き下げられ、

コロナ禍からの社会経済活動の正常化に向け、大き

な転換期を迎える中、引き続き、政府の方針を充分、

留意した上で、組織運営並びに諸事業に当たって参

りますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致し

ます。

　さて、昨年２月に発生した、ロシアによるウクラ

イナ侵攻に起因し、食料の安定供給が危惧され、さ

らには、肥料・飼料の価格上昇や電気料金高騰など

農業生産を取り巻く環境が脅かされる事態となって

おります。こうした中、国は、食料・農業・農村基

本法の総合的な検証と見直しに着手し、数十年先を

見据えた国内農業生産の強化を図ることとしており

ます。大問題となっている電気料金高騰は、当面続

くと見込まれ、本年度も厳しい農業環境が続くと想

定され、さらに、農業従事者の高齢化や担い手の減

少、荒廃農地の増大、農業用施設の老朽化、頻発す

る自然災害などにより、農地や農業用水等の管理に

支障が生じることで、営農の継続が困難になるなど、

様々な課題に直面しております。

　このような情勢のもと、「食料・農業・農村基本

計画」、「土地改良長期計画」などに位置付けられた

政策の実現に向け、農地の大区画化・汎用化等の基

盤整備の実施と、担い手への集積・集約化の推進や、

老朽化が進む農業水利施設の適時・適切な長寿命化

対策の実施、更には、頻発する自然災害に対し、農

村地域の防災・減災対策を効果的に推進する国土強

靱化への取り組みが重要であります。国の農業農村

整備事業関係予算につきましては、令和４年度補正

予算と令和５年度当初予算を合わせて、6,134 億円

が確保されております。しかしながら、農業農村整

備事業を計画的に実施する為には、年度当初予算を

しっかり確保することが必要不可欠であります。当

初予算の確保について、引き続き、会員の皆様方の

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　本会といたしましても、国、県の関係機関と連携

を図りながら、会員の皆さまと一緒になって、農業

農村整備をさらに推進して参りたいと考えておりま

すので、宜しくお願い申し上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と、組

合員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げましてご挨

拶とさせていただきます。
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　令和４年１０月７日（金）、当土地改良区事務所会議室において、臨時

総代会が開催されました。新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、議

決方法を「出席による議決」の他に「書面議決」を活用し、参集人数縮小の

中、取手市久賀地区の内藤 榮総代を議長に選出し、次の議案について審

議し、全議案原案通り承認決定されました。

　第 １ 号議案　令和３年度事業報告の承認について

　第 ２ 号議案　令和３年度財産目録の承認について

　第 ３ 号議案　令和３年度会計収入支出決算の承認について

　  （ア）一般会計

　  （イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　  （ウ）地区除外決済金特別会計

　  （エ）地区除外決済金積立金特別会計

　  （オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　  （カ）農地耕作条件改善事業特別会計

　  （キ）県単土地改良事業特別会計

　令和４年１０月７日 ( 金 ) 開催の臨時総代会において承認を得ました、令和３年度財産目録及び会計収入支出決

算は次の通りです。

資　　　　　産 負　　　　　債

流　動　資　産 ２８，８８０，４７８ 長　期　負　債 ０

特　定　資　産 ５８７，８５１，００７ 短　期　負　債 ５８７，６０１，００７

固　定　資　産 １６３，６９１，１３２

計 ７８０，４２２，６１７ 計 ５８７，６０１，００７

（単位：円）

財　　産　　目　　録

令和３年度決算について令和３年度決算について
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会 計 収 入 支 出 決 算

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１．組 合 費 ２０７，１９９，４４８ １．事 務 費 ９７，２４０，７８３

２．財 産 収 入 ７，５００ ２．維 持 管 理 費 ２９，２８９，３０３

３．補助金及び交付金 ２４，２６４，０００ ３．事 業 費 ９４，０４７，５７８

４．負担金及び寄付金 １９，５６８，９３１ ４．財 産 費 ３，７８１，５６５

５．雑 収 入 ６，９８３，６９７ ５．借 入 費 ０

６．繰 入 金 １５，０１３，７３８ ６．負 担 金 繰 出 金 ４４，２４４，３８９

７．繰 越 金 ２１，２５８，６０９ ７．諸 費 ５，６８３，７８１

８．予 備 費 ０

計 ２９４，２９５，９２３ 計 ２７４，２８７，３９９

（単位：円）

会　　計　　別 収入決算額 支出決算額 差 引 残 額

（イ）常 勤 役 職 員 退 職
給 与 積 立 金 ７７，７９０，２３５ ２９３，２５０ ７７，４９６，９８５

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ８，２４１，００６ ８，２４１，００６ ０

（エ）地 区 除 外 決 済 金 積 立 金 ２７３，１７６，６８４ １５，０００，０００ ２５８，１７６，６８４

（オ）備 品 費 及 び 財 産 費 引 当 積 立 金 ２５１，９２７，３３８ ０ ２５１，９２７，３３８

（カ）農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 ４４，２２３，３３９ ４４，２２３，３３９ ０

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 １０，１０９，００５ １０，１０９，００５ ０

計 ６６５，４６７，６０７ ７７，８６６，６００ ５８７，６０１，００７

（単位：円）

差引残額　２０，００８，５２４円は、令和４年度へ繰越

１、組合費（70.41%）

２、財産収入（0.00%）

３、補助金及び交付金
　　　　  （8.24%）

４、負担金及び寄付金
　　　　　 （6.65%）

６、繰入金（5.10%） ７、繰越金（7.22%）

収　　入
５、雑収入（2.37%） １、事務費

　　（35.45%）

２、維持管理費（10.68%）

３、事業費（34.29%）

４、財産費（1.38%）
５、借入費（0.00%）

７、諸費（2.07%）
８、予備費（0.00%）

６、負担金繰出金（16.13%）

支　　出
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　令和５年３月２４日（金）、つくばみらい市伊奈公民館にお

いて、通常総代会が開催され、常総市川又地区の染谷 稔総代

を議長に選出し、次の議案について審議し、全議案原案通り

可決決定されました。

第 １ 号議案　福岡堰土地改良区役員の補欠選任について

第 ２ 号議案　福岡堰土地改良区規約の一部改正について

第 ３ 号議案　令和４年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について

第 ４ 号議案　令和４年度一般会計収入支出補正予算 ( 案 ) の議決について

第 ５ 号議案　土地改良施設の交換及び被買収等に係る契約締結について

第 ６ 号議案　令和５年度組合費賦課率及び徴収方法の議決について

第 ７ 号議案　令和５年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について

第 ８ 号議案　令和５年度県単土地改良事業の施行について

第 ９ 号議案　令和５年度地区除外決済金積立金の運用処分について

第１０号議案　令和５年度備品費及び財産費引当積立金の運用処分について

第１１号議案　令和５年度一般会計収入支出予算 ( 案 ) の議決について

第１２号議案　令和５年度予算内一時借入金限度額の議決について

第１３号議案　令和５年度余裕金の預入先の議決について

令和４年度事業報告について令和４年度事業報告について
◆県営地盤沈下対策事業　福岡堰４期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

鐘 打 落 排 水 路
第 １ 工 区

排水路工 Ｌ＝ 223.7 Ｌ型水路　　　　4.3 × 1.2 ～ 2.0

鐘 打 落 排 水 路
第 ３ 工 区

排水路工 Ｌ＝ 141.7 Ｌ型水路　　　　3.0 × 1.5

　令和５年３月２４日（金）に開催された通常総代会にて、役員補

欠選任（第３被選任区・つくばみらい市谷原地区理事）を実施した

結果、河口 隆氏が理事に選任されました。

役員補欠選任について
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県営地盤沈下対策事業福岡堰４期地区　鐘打落排水路　　施工前（左）・施工後（右）

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区　台通用水路　　施工前（左）・施工後（右）

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区　川通用水路　　施工前（左）・施工後（右）

◆県営地盤沈下対策事業　小貝東部２期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

川 通 用 水 路
第 ４ 工 区

用水路工 Ｌ＝ 346.2 三面水路 4.7 × 1.55 ～ 1.65

台 通 用 水 路
第 ３ 工 区

用水路工 Ｌ＝ 59.0 三面水路 2.7 × 1.3
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◆　そ　の　他　の　工　事　◆

種　　別 工　事　内　容

内 郷 工 事 幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 安全施設復旧工、道路横断排水暗渠改修工

施 設 破 損
復 旧 工 事 用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工

◆県営経営体育成基盤整備事業　伊奈北部地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

排水路護岸工事その９ 排水路工 Ｌ＝ 293.0 排水フリューム 0.6 × 0.9

排水路護岸工事その 10 排水路工 Ｌ＝ 971.7 排水フリューム 0.4 ～ 1.2 × 0.6 ～ 1.2

排水路護岸工事その 11 排水路工 Ｌ＝ 753.0 排水フリューム 0.4 ～ 0.8 × 0.6 ～ 0.9

県営経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区　小張地先　施工前（左）・施工後（右）
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（単位：円）

一 般 会 計 収 支 共
３１１，０２７，０００円也

令和５年度予算について令和５年度予算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 土地改良事業収入 ２１５，４８２，０００  １. 土地改良事業費支出 １４９，０１２，０００

２. 附 帯 事 業 収 入 ３１，２５８，０００  ２. 一 般 管 理 費 支 出 １２３，１８５，０００

３. 基本財産運用収入 ７，０００  ３. 土地改良事業負担金支出 １１，５８４，０００

 ４. 特定資産運用収入 １５，０００  ４. 支 払 利 息 １，０００

 ５. 補 助 金 等 収 入 ３，８８８，０００  ５. 固定資産取得支出 ２，０８３，０００

 ６. 交 付 金 収 入 １０，２６０，０００  ６. 基本財産積立支出 １，９２４，０００

 ７. 寄 付 金 収 入 １，０００  ７. 特定資産積立支出 ６，３１５，０００

 ８. 雑 収 入 １，１１８，０００  ８. 雑 支 出 １，０００

 ９. 基本財産取崩収入 ２，０８０，０００  ９. 繰 越 金 １５，９２２，０００

10. 特定資産取崩収入 ２６，００１，０００ 10. 予 備 費 １，０００，０００

11. 固定資産売却収入 １，９１７，０００

12. 繰 越 金 １９，０００，０００

計 ３１１，０２７，０００ 計 ３１１，０２７，０００

収　　入

１、土地改良事業収入（69.28%）

２、附帯事業収入
 （10.05%）

３、基本財産運用収入
 （0.00%）

４、特定資産運用収入
 （0.00%）

５、補助金等収入
 （1.25%）

６、交付金収入（3.30%）

７、寄付金収入（0.00%）

８、雑収入（0.36%）

９、基本財産取崩収入
 （0.67%）

10、特定資産取崩収入
                 （8.36%）

11、固定資産売却収入（0.62%）

12、繰越金
  （6.11%）

支　　出

１、土地改良事業費支出
 （47.91％）

２、一般管理費支出
 （39.61％）

３、土地改良事業
 負担金支出
 （3.72％）

４、支払利息
 （0.00％）

５、固定資産取得支出
 （0.67％）

６、基本財産積立支出
 （0.62％）

７、特定資産積立支出（2.03％）

８、雑支出（0.00％）
９、繰越金（5.12％）

10、予備費
   （0.32％）

※ 令和４年度より単式簿記会計から複式簿記会計へ移行しました。これに伴い、特別会計は一般会計に統合

され、科目についても変更されております。
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お  知  ら  せ

　福岡堰土地改良区の総代の任期が、令和５年９月２７日を以て満了となります。これ

に伴い８月中旬に総代総選挙が執行される予定です。立候補の届出・投票日等については、

７月下旬に詳細を決定後、組合員の皆様に回覧等にてお知らせいたします。

　この選挙は組合員であることが原則であり、土地改良区の組合員名簿に登載されてい

る者以外は立候補し、又、投票することもできません。従って組合員名は、この５月に

発行した組合費通知書により確認し、氏名の違っている方は、組合員名簿の変更手続き

をされるようお願い致します。

▼総代の改選について

　福岡堰土地改良区の役員の任期が、令和５年１０月２４日を以て満了となります。こ

れに伴い、１０月開催予定の新総代会において、次期役員が選任決定される予定です。

　この選任制は、各地区の新総代からの推薦書・本人の承諾書の届出が必要になります。

又、役員は組合員であることが原則であり、総代との兼務ができませんのでご注意下さい。

▼役員の選任について
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資格得喪

口座振替

土地明細書

届け出が
必要です！

　農業委員会の手続きだけでは改良区の資格は変更されませんので、必ず当改良区にも届け出を

お願いします。

○届出用紙は当改良区のホームページから印刷できます。

　　[　ホームページ → 各種手続き → 組合員資格得喪通知書　]

　賦課金通知書と同封して５月に

郵送しております。

　賦課している土地の明細となり

ますので、記載内容に変更がある

場合は届け出をお願いします。

賦課金の納付につきましては、口座振替をおすすめします。

　◦振込手数料の負担なし

　◦納め忘れの防止

　◦納付の手間が省ける

　◦茨城県内に本店を置く金融機関が利用可能

○口座振替をご希望の方は当改良区へお問い合わせ下さい。

相　続 経営
移譲賃貸借 売　買 住所

変更

土地の地番

土地の地積

ご確認
下さい！

対象となる金融機関
茨城県内農業協同組合
常陽銀行
筑波銀行
水戸信用金庫
結城信用金庫
茨城県信用組合
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こんな時には申請が必要です！こんな時には申請が必要です！

　意見書等の交付の際に決済金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務付けられてお

り、残された農地が将来過重な負担にならないようにするためのものです。

　公共事業用地として、買収等される場合も同様に決済金の納入が必要となります。手続きを

しないと賦課されますのでご注意下さい。

　排水路は農業排水が目的であり、公共下水等の設備が無く、浄化槽を通して雑排水等を放流

する場合には、必ず事前に承認を受けてから放流して下さい。

★地区除外申請書
★施設使用承認申請書

申請の受付は毎月月末締切で翌月２０日頃に
意見書等を交付します。

申請の受付は随時で後日承認書を交付します。

〔 〕

〔 〕★施設使用承認申請書

※各種手続きに伴う申請書等はホームページから印刷できます。

編
集
後
記

　

日
頃
よ
り
当
改
良
区
の
運

営
に
ご
理
解
・
ご
協
力
頂
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
ご
意
見
・
ご
要
望
等

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
御
一
報
下

さ
い
。

　

今
号
よ
り
編
集
に
携
わ
り
、

至
ら
ぬ
点
は
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
広
報
を
通
じ
て
当
改

良
区
の
事
業
の
報
告
や
手
続

き
等
、
組
合
員
の
皆
様
に
分

か
り
や
す
く
お
伝
え
で
き
る

よ
う
精
一
杯
努
め
て
参
り
ま

す
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　当改良区管内には多数の用排水路があり、円滑なかんがいをする為、毎年２回の藻刈り及び堤

塘草刈りを組合員皆様のご協力により実施しておりますが、本年は下記日程により執行して頂け

ますよう何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

第１回目　６月　４日　（第１日曜日）　翌日検査
第２回目　７月２３日　（第４日曜日）　翌日検査

　※ 用排水の通水を妨げないよう水路内へ草が落ちてしまった場合には、取り除いて頂きますよ

うご協力をお願い致します。

　※ 近年刈払機等による事故が増加しておりますので事故や怪我には充分注意して頂き、万一の

場合には当改良区へご連絡をお願い致します。

▼管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

農地を農地以外へ転用するとき

浄化処理水等を放流するとき


